
 

議案番号 議案名 内容（要旨） 

議

決

結

果 

議

決

状

態 

議 第 １ 号 
橿原市議会委員会条例の一部改正につ

いて 

橿原市役所行政組織条例の一部改正によ

り、部の名称及び所掌する事務の見直しが

行われ、これに伴い所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議 第 ２ 号 
橿原市個人番号の利用に関する条例の

一部改正について 

一般不妊治療費の助成事務に加え、不育治

療費の助成事務においても個人番号を利用

するため、所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議 第 ３ 号 

橿原市行政不服審査法施行条例及び橿

原市固定資産評価審査委員会条例の一

部改正について 

行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律等の一部改正により、関係条

例を整備するもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議 第 ４ 号 
橿原市監査委員に関する条例の一部改正に

ついて 

地方自治法の一部改正により、所要の規定

の整理を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議 第 ５ 号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の一部改正について 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、職員

の服務の宣誓、公務災害補償に係る補償基

礎額等について、所要の規定の整備を行う

もの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議 第 ６ 号 
橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について 

橿原市農業委員会の委員及び橿原市農地利

用最適化推進委員の報酬について、農地利

用の最適化の推進に係る能率給を新たに定

めるとともに、基本給の見直しを行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議 第 ７ 号 

橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例及び橿原市の一般職の

職員の給与に関する条例の一部改正につい

て 

国家公務員の給与水準及び本市の厳しい財

政状況を踏まえ、令和２年４月から令和４

年３月までの間、管理職の職員に支給する

給料月額を暫定的に減額する措置を講ずる

もの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議 第 ８ 号 
橿原市執行機関の附属機関に関する条例の

一部改正について 

執行機関の附属機関として、橿原市予防接

種検討委員会を設置するため、所要の改正

を行うもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議 第 ９ 号 

橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

児童福祉法の一部改正により、放課後児童

指導員の資格要件に係る経過措置期間につ

いて見直しを行うため、所要の改正を行う

もの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１０号 橿原市印鑑条例の一部改正について 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の制定等により、印鑑の登録の資

格等について所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１１号 橿原市営住宅条例の一部改正について 
民法の一部改正及び日高山団地建替事業の

実施により、所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１２号 
橿原市道路占用料に関する条例等の一部改

正について 

道路法施行令の一部改正により、道路占用

料等の見直しが行われたほか、橿原市税外

債権管理条例の制定により、延滞金計算の

規定が整備されたため、所要の改正を行う

もの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 



議案番号 議案名 内容（要旨） 

議

決

結

果 

議

決

状

態 

議第１３号 橿原市上水道給水条例の一部改正について 

橿原市税外債権管理条例の制定により、税

外債権一般の放棄事由が定められたため、

水道料金等の債権の放棄事由をこれに統一

する改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１４号 
訴えの提起について（損害賠償金等支払請

求） 

駐車場での物損事故による損害賠償金等を

滞納している者に対し、損害賠償金等の支

払を求めるため、訴えの提起について、地

方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

基づき、議会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１５号 
権利の放棄について（生活保護法第７６条

の２第三者行為求償金） 

債務者が死亡した生活保護法第７８条徴収

金に係る金銭債権の権利の放棄について、

地方自治法第９６条第１項第１０号の規定

に基づき、議会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１６号 
権利の放棄について（生活保護法第７８条

徴収金） 

債務者が死亡した生活保護法第７８条徴収

金に係る金銭債権の権利の放棄について、

地方自治法第９６条第１項第１０号の規定

に基づき、議会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１７号 
令和元年度橿原市一般会計補正予算（第４

号）について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

１，３１７，８７０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４，３

５３，３０８千円とする。（以下、略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１８号 
令和元年度橿原市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

５０８千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１２，４９２，７２２

千円とする。（以下、略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第１９号 
令和元年度橿原市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

９，９２１千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１，７４３，４４

９千円とする。（以下、略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第２０号 
令和元年度橿原市介護保険特別会計補正予

算（第３号）について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

２２２，９２５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８，５１７，

４９８千円とする。（以下、略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第２１号 令和２年度橿原市一般会計予算について 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

４３，４７０，０００千円と定める。（以下、

略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２２号 
令和２年度橿原市国民健康保険特別会計予

算について 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１２，５２７，０００千円と定める。（以下、

略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２３号 
令和２年度橿原市後期高齢者医療特別会計

予算について 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１，８７７，４００千円と定める。（以下、

略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２４号 
令和２年度橿原市介護保険特別会計予算に

ついて 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８，７１７，３００千円と定める。（以下、

略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２５号 
令和２年度橿原市共有財産処分特別会計予

算について 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

４，７６２，０００千円と定める。（以下、

略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 



議案番号 議案名 内容（要旨） 

議

決

結

果 

議

決

状

態 

議第２６号 
令和２年度橿原市上水道事業会計予算につ

いて 
（略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２７号 
令和２年度橿原市下水道事業会計予算につ

いて 
（略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第２８号 控訴の提起について 

控訴を提起することにつき、地方自治法第

９６条第１項第１２号の規定に基づき、議

会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

決 第 １ 号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 
議員提案により意見書を、関係行政庁に対

し提出するもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

決 第 ２ 号 
中高年のひきこもりに対する実効性ある支

援と対策を求める意見書 

議員提案により意見書を、関係行政庁に対

し提出するもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

決 第 ３ 号 

公立・公的病院の国の基準に基づく一方的

な再編・統合は行わないことを求める意見

書 

議員提案により意見書を、関係行政庁に対

し提出するもの 

否

決 

賛

成

少

数 

決 第 ４ 号 
議第２１号 令和２年度橿原市一般会計予

算についてに対する附帯決議 
（略） 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

報 第 １ 号 
令和２年度橿原市土地開発公社事業計画の

報告について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

より報告 

報

告 
－ 

同 意 第２号 
固定資産評価審査委員会の委員選任につき

同意を求めることについて 

固定資産評価審査委員会の委員１人が、令

和２年３月３１日に任期満了となるため、

地方税法第４２３条第３項の規定に基づ

き、委員を選任するもの 

同

意 

全

会

一

致 

同意第３号 人権擁護委員の委員候補者の推薦について 

人権擁護委員２人が、令和２年６月３０日

に任期満了となるため、人権擁護委員法第

６条第３項の規定に基づき、委員候補者の

推薦につき議会の意見を求めるもの 

同

意 

全

会

一

致 

同意第４号 
教育長の任命につき同意を求めることにつ

いて 

教育長が、令和元年１１月１１日をもって

辞任したため、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定に基づ

き、その後任者を任命するもの 

同

意 

全

会

一

致 

 


